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・ごみの分別に関する苦情が寄せられています。

・We have received complaints regarding waste

separation.

・皆さんで気持ちよく生活するためにマナーを守って生

活していただくようにお願いします。

・In order for everyone to live comfortably, 

we ask that you please follow good manners.

・詳しくは、安城市公式ホームページをご覧ください。

・For more details, please visit the official Anjo 

City website.

（https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/gomi/gomidashi/gomiwakekata.html）

令和６年４月１日からパートナーシップ制度等の

利用者が市営住宅へ入居できるようになります。

～パートナーシップ制度とは？～

婚姻制度を利用できない方が、継続的に協力し

合うことを約束した関係であることに対して、自治

体が証明書等を発行する制度です。

路上駐車、決められた場所以外での駐車など迷

惑駐車の苦情が増えています。
Complaints about nuisance parking, such 
as street parking and parking in places 
other than the designated areas, are 
increasing.

悪質な迷惑駐車が繰り返される場合、住宅を退

去していただく可能性がありますので、気を付け

てください。
Please be aware that if malicious nuisance 
parking continues to occur, you may be 
asked to vacate your residential unit.

NG！迷惑駐車！No nuisance parking.

ごみの分別を徹底してください！
Regarding thorough waste segregation.


